
告 示
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�愛媛県告示第１７７３号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

今治市上浦町及び伯方町地域に係る県営土地改良事業計画を定めた

ので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画

書の写しを縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用道路整備事業・しまなみ地区）計画

書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月２２日から平成２１年１月２７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所上浦支所及び伯方支所

�������
�愛媛県告示第１７７４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

今治市宮窪町及び上浦町地域に係る県営土地改良事業計画を定めた

ので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画

書の写しを縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農業用用排水施設整備事業・しまなみ地区）

計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月２２日から平成２１年１月２７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所宮窪支所及び上浦支所

�愛媛県告示第１７７２号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第８条第１項の規定により市町から聴取した意見及び同条第２項の

規定により述べられた意見の概要は、次のとおりである。

これらの意見は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに宇和島市役所において

告示の日から１月間縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県
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○ 道路の区域変更（県道大洲野村線）……………………………………１３２９

○ 道路の区域変更（県道城辺高茂岬線）…………………………………１３２９
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担に関する規程の一部を改正する規程…………………………………１３３０

○ 政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧に関する規程の一部を

改正する規程………………………………………………………………１３３３

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所在地
法第８条第１項の規定により市町から聴
取した意見の概要

法第８条第２項の規定により述べられた
意見の概要

ダイキ宇和島店 宇和島市保田字宮ノ段甲６７
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�愛媛県告示第１７７５号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第７条の規定に基づき、次

のとおり肥料の登録をした。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７７６号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７７７号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１２条第２項の規定により、

次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７７８号
家畜伝染病予防法第５２条に基づく報告の徴求について（平成１７年

１１月愛媛県告示第２０７３号）の一部を次のように改正し、平成２０年１２

月２０日から施行する。ただし、改正後の告示は、同日以降の期間に

係る家畜伝染病予防法（昭和２６年法律第１６６号）第５２条に基づく報

告の徴求について適用し、同日までの期間に係る報告については、

なお従前の例による。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２を次のように改める。

２ 報告すべき者の範囲

飼養羽数が１００羽以上の鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、

ほろほろ鳥及び七面鳥の農場の所有者

６を次のように改める。

６ 報告書の提出先

別表の左欄に掲げる農場の所在地の区分に応じ、それぞれ同表

の右欄に掲げる提出先

別表を次のように改める。

登録年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２０
年１２月
９日

愛媛県
第１２７６
号

魚廃物
加工肥
料

漁協の
肥料

窒素全
量
６．０

りん酸
全量
２．０

加里全
量
１．０

含有を
許され
る有害
成分の
最大量
は、公
定規格
のとお
り

宇和島漁業協同
組合
宇和島市桝形町
二丁目６番１１号

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２６
年１２月
９日

愛媛県
第１１７７
号

米ぬか
油かす
及びそ
の粉末

米ぬか
油かす
粉末

窒素全
量
２．０

りん酸
全量
４．０

加里全
量
１．０

該当無
し

カネミ倉庫株式
会社
福岡県北九州市
小倉北区東港一
丁目６番１号

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２７
年１月
２９日

愛媛県
第１２６１
号

魚かす
粉末

６．０魚
荒かす
粉末

窒素全
量
６．０

りん酸
全量
６．０

該当無
し

えひめ南農業協
同組合
宇和島市栄町港
三丁目３０３番地

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２２



別表（６関係）

農場の所在地 提 出 先

新居浜市、西条市及び四国中

央市

愛媛県東予家畜保健衛生所

〒７９３―００７２ 西条市氷見乙２０２５番地

電話番号 ０８９７－５７－９１２２

ファクシミリ番号 ０８９７－５７－９１５５

電子メール tou－kachiku@pref.ehime.jp

今治市及び越智郡

愛媛県東予家畜保健衛生所今治支所

〒７９４―００２６ 今治市別宮町九丁目１番５０号

電話番号 ０８９８－２２－０４３０

ファクシミリ番号 ０８９８－２２－０４３８

電子メール tou-kachiku-ima@pref.ehime.jp

松山市、伊予市、東温市、上

浮穴郡及び伊予郡

愛媛県中予家畜保健衛生所

〒７９１―３１３３ 伊予郡松前町昌農内６４１番地

電話番号 ０８９－９８４－１４４０

ファクシミリ番号 ０８９－９８４－９７９５

電子メール chu-kachiku@pref.ehime.jp

八幡浜市、大洲市、西予市、

喜多郡及び西宇和郡

愛媛県南予家畜保健衛生所

〒７９６―８０１０ 八幡浜市五反田１番耕地１８番地３

電話番号 ０８９４－２２－０３２８

ファクシミリ番号 ０８９４－２２－０３４３

電子メール nan-kachiku@pref.ehime.jp

宇和島市、北宇和郡及び南宇

和郡

愛媛県南予家畜保健衛生所宇和島支所

〒７９８―００２０ 宇和島市高串字丁田１番耕地

電話番号 ０８９５－２２－１２９４

ファクシミリ番号 ０８９５－２２－９３１６

電子メール nan-kachiku-uwj@pref.ehime.jp

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２３



�愛媛県告示第１７７９号
愛媛県漁業近代化資金利子補給規程（昭和４４年１０月愛媛県告示第８８１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行する。

改正後の愛媛県漁業近代化資金利子補給規程の規定は、平成２０年１１月２０日以降に利子補給承認される漁業近代化資金について適用し、同

日前に利子補給承認された漁業近代化資金については、なお従前の例による。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

（利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び補給率）

第２条 利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類及び利子補給

率は、次のとおりとする。

漁業近代化資金の種類 利子補給率 漁業近代化資金の種類 利子補給率

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第２条

第２項第

１号から

第４号ま

でに掲げ

る融資機

関が、同条

第１項第

１号から

第５号ま

で及び第

１０号に掲

げる者（漁

業近代化

資金融通

法施行令

（昭和４４

年政令第

２０９号。以

下「令」と

いう。）第

５条に規

定する団

体 に 限

る。）に貸

し付ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

１号

から

第５

号ま

で及

び第

１０号

に掲

げる

者（令

第５

条に

規定

する

団体

に限

る。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

１号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

に掲

げる

者に

貸し

付け

る場

合

法第

２条

第２

項第

２号

及び

第４

号に

掲げ

る融

資機

関が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

法第

２条

第２

項第

５号

に掲

げる

融資

機関

が、

同条

第１

項第

６号

から

第１０

号ま

でに

掲げ

る者

（同

号に

掲げ

る者

にあ

つて

は、

令第

５条

に規

定す

る団

体を

除く。）

に貸

し付

ける

場合

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２４
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�愛媛県告示第１７８０号
測量法（昭和２４年法律第１８８号）第３９条において準用する同法第

１４条第１項の規定に基づき、内子町長から次のとおり公共測量を実

施する旨の通知があった。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 作業種類 公共測量（１／１０，０００撮影、１／２，５００地形図作成、

１／１０，０００地形図作成、デジタルオルソ作成）

２ 作業期間 平成２０年１２月１９日から

平成２１年３月１９日まで

３ 作業地域 内子町一部地域

１・２ 省略 １・２ 省略

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年６

厘

年６

厘

３ 漁船漁具保管修理

施設、漁業用資材保

管施設、漁船用油水

供給施設、養殖池、

蓄養池、水産種苗生

産施設、養殖用作業

舎、水産物処理施設、

水産物保蔵施設、水

産物加工施設、製氷

冷凍施設、水産物等

運搬施設、水産物販

売施設又は漁業用通

信施設の改良、造成

又は取得に必要な資

金（漁船の改造、建

造若しくは取得に必

要なもの又は次号若

しくは第５号に掲げ

るものを除く。）

年１分２

厘５毛

年１

分５

毛

年１

分２

厘５

毛

年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

４～６ 省略 ４～６ 省略

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年６

厘

年６

厘

７ 漁村情報処理・通

信施設（有線放送施

設及び有線放送電話

施設を含む。）、漁船

船員臨時宿泊施設、

漁業者研修施設、集

会施設、託児施設、

診療施設、水道施設、

ガス供給施設、下水

道施設、地域休養施

設、漁村広場施設、

漁村センター、生活

安全保護施設、連絡

道又は廃棄物処理施

設の改良、造成又は

取得に必要な資金

同上 年５

厘５

毛

年５

厘５

毛

８ 省略 ８ 省略

�愛媛県告示第１７８１号
過疎地域自立促進特別措置法（平成１２年法律第１５号）第１４条第１項の規定により、愛媛県において実施中の基幹道路の改築工事を次のと

おり完了する。

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２５
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平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７８２号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように改正し、告示の日

から施行する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

� 准看護師再教育研修受講手数料

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

�愛媛県告示第１７８３号
愛媛県収入証紙をもつて納付すべき使用料及び手数料の範囲（昭和３９年３月愛媛県告示第２８３号）の一部を次のように改正し、平成２１年

１月１日から施行する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

� 少額領収書等の写しの交付手数料

� 収支報告書等の写しの交付手数料

次のものを除く使用料及び手数料

１ 省略

２ 手数料

�～� 省略

�愛媛県告示第１７８４号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の管理者 道路の種類 路 線 名 工 事 区 間 工事の
種 類 工事の完了の日

西 予 市 市 道 阿下釜川線
西予市野村町阿下２号７３８番２から

同町阿下２号３８１番３まで
改 築 平成２０年１２月１９日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１７）第３４８１号 平成１７年
９月１８日 三神土建工業� 三谷徹次郎 四国中央市三島宮川３－

２－３０
平成２０年
１１月４日

土木工事業
建築工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（特－１８）第４１２号 平成１８年
９月１８日 不動建設� 山岡誠二郎 今治市徳重３０ 平成２０年

１１月７日
土木工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１９）第１１２８号 平成１９年
６月２９日 工藤建設� 工藤 利和 西条市小松町新屋敷甲５０

３－１
平成２０年
１１月２７日

土木工事業
建設工事業
とび・土工工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（一部）

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２６
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�愛媛県告示第１７８５号
今治市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土地改良

事業（かんがい排水）・家ノ下地区）の施行は、適当と認められる

ので、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項にお

いて準用する同法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類

を縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県東予地方局長 長谷川 寿

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独補助土地改良事業（かんがい排水）・

家ノ下地区）計画書の写し

� 今治市土地改良事業分担金等徴収条例の写し

２ 縦覧期間

平成２０年１２月２２日から平成２１年１月２７日まで

３ 縦覧場所

今治市役所本庁

�愛媛県告示第１７８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７８７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７８８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１２月１９日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

�愛媛県告示第１７８９号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２０年１２月１９日

愛媛県中予地方局長 梅 木 要

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三島川之江港線
四国中央市妻鳥町字亀屋敷９８番７から

同町字穴後１１０番９まで
平成２０年１２月１９日

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 伊予川内線
松山市中野町甲８８７番３から

同町甲８８８番９まで
平成２０年１２月１９日

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第４８号

平成２０年１２月１０日
伊予郡松前町大字西高柳字法道寺２８８番１

伊予郡松前町大字西高柳２５５番地１

ライフタウン南海５０２

山 � み ど り

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２０中局建（開）第４９号

平成２０年１２月１０日
東温市牛渕字井口５７番１

松山市道後樋又５番１１号

松 本 猛

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２７
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�愛媛県告示第１７９０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１８）第３５７号 平成１８年
９月２４日 �大杉建設 浅本 義明 宇和島市坂下津甲４０７－

６２
平成２０年
１１月１０日

土木工事業
造園工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般－１８）第１３６２７号 平成１９年
１月１６日 �谷本石材工業所 谷本浩三郎 大洲市柚木３５８ 平成２０年

１１月１３日 石工事業 建設業の廃止

（般－１７）第５９５号 平成１７年
１１月１５日 明和建設� 兵頭 修 八幡浜市保内町宮内１－

１１１－１
平成２０年
１１月１４日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１８）第６０７３号 平成１８年
４月２１日 森田工作所 森田 利元 宇和島市川内鳥帽子岩甲

２５６４－７
平成２０年
１１月１７日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（事業継承）

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町予子林６６７番２から

同市肱川町予子林１０５８番２まで

旧 ４．５～６．５
１１．５～２０．８

０．０５１
０．０４６

新 １１．５～２０．８ ０．０４６

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 肱川公園線
大洲市肱川町予子林９９９番１地先から

同市肱川町予子林８３６番２まで

旧 ５．０～１６．０
１７．５～５１．７

０．２０１
０．０５８

新 １７．５～５１．７ ０．０５８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
大洲市肱川町中津１１１６番１地先から

同市肱川町中津７番地先まで

旧 ５．７～１３．５
２５．３～４０．４

０．１２３
０．０４０

新 ２５．３～４０．４ ０．０４０

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２８
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第５２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

平成２０年１２月１９日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 西 � 健

１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，２０５，８４３

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２４，１１７

� ４０万を超える数に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数 ２６７，６４１

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年１２月１９日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 坊屋敷小田線
喜多郡内子町只海甲１８８番２から

同町只海甲１８６番１まで

旧 ３．８～２２．５
１０．４～１６．４

０．０７７
０．０７０

新 １０．４～１６．４ ０．０７０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 大洲野村線
西予市野村町高瀬９８番２から

同町高瀬９８番５まで

旧 ５．５～２３．５ ０．０４４

新 １６．９～３１．３ ０．０４４

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町久良６３１番２から

同町久良６７１番２まで

旧 ４．９～４１．９ ０．２２９

新 ９．８～５０．０ ０．１９６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 城辺高茂岬線
南宇和郡愛南町久良６３１番２から

同町久良６７１番２まで
平成２０年１２月１９日

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３２９
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２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

�愛媛県選挙管理委員会告示第５３号
愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２０年１２月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

愛媛県議会議員及び愛媛県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程（平成６年１０月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一

部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出）

第４条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書

又はポスター作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成

し、条例第３条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動

車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター

作成業者（以下「契約業者等」という。）に提出しなければなら

ない。

２ 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車

使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日

付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号（道

路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録

番号若しくは車両番号又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する標識の番号をいう。）のうち４けた以下のアラ

ビア数字（自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条

第１項第４号又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運輸省令第

７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号

に規定する４けた以下のアラビア数字その他これに代わるアラビ

ア数字をいう。）、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書

面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものの

写しを添付しなければならない。

３ 第１項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明

書及びポスター作成証明書は、それぞれ別記第４号様式から第６

号様式までに準じて作成しなければならない。

（請求書の提出）

第５条 契約業者等は、条例第４条、第８条又は第１１条の規定によ

る請求をしようとする場合には、請求書に前条第１項の選挙運動

用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書

（燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第２条第２項の確

（契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出）

第４条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書

又はポスター作成証明書を

、条例第３条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動

車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター

作成業者（以下「契約業者等」という。）に提出しなければなら

ない。

２ 前項 に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明

書及びポスター作成証明書は、それぞれ別記第４号様式から第６

号様式までに準じて作成しなければならない。

（請求書の提出）

第５条 契約業者等は、条例第４条、第８条又は第１１条の規定によ

る請求をしようとする場合には、請求書に前条第１項の選挙運動

用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書

（燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第２条第２項の確

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４４，２１１ １４，７３７

南 宇 和 郡 ２２，１６５ ７，３８９

松山市・上浮穴郡 ４２６，９３８ １３７，８２３

今 治 市 ・ 越 智 郡 １５０，８５５ ５０，２８５

宇和島市・北宇和郡 ８７，８８７ ２９，２９６

八幡浜市・西宇和郡 ４４，１０５ １４，７０２

新 居 浜 市 １０３，１８３ ３４，３９５

西 条 市 ９３，９６６ ３１，３２２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ５７，０５９ １９，０２０

伊 予 市 ３２，８４４ １０，９４８

四 国 中 央 市 ７６，７２５ ２５，５７５

西 予 市 ３７，５４５ １２，５１５

東 温 市 ２８，３６０ ９，４５４

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３３０



認書及び前条第２項に規定する書面の写し 、

ビラ作成業者にあっては当該証明書のほかに第２条第２項の確認

書及び作成したビラの見本１枚（２種類の場合には各１枚）、ポ

スター作成業者にあっては当該証明書のほかに第２条第２項の確

認書）を添えて、知事に提出しなければならない。

２ 省略

認書及び選挙運動用自動車に燃料を供給した事実を証する書類、

ビラ作成業者にあっては当該証明書のほかに第２条第２項の確認

書及び作成したビラの見本１枚（２種類の場合には各１枚）、ポ

スター作成業者にあっては当該証明書のほかに第２条第２項の確

認書）を添えて、知事に提出しなければならない。

２ 省略

第１号様式その１備考２中「燃料供給量」を「燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号（道路運送車両法（昭和２６年法律

第１８５号）の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）」に改め、同様式その１備考に次のように加える。

３ 「燃料代」にあっては、単価契約を締結した場合には、「備考」に契約単価を記載してください。なお、Ⅱの「契約内容」欄の

「契約金額」には、契約の見込額を記載して差し支えありません。

第２号様式その１中「３ 確認申請金額 円」を
「３ 燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号

に改め、同
４ 確認申請金額 円」

様式その１備考３を同様式その１備考４とし、同様式その１備考２の次に次のように加える。

３ 「燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄には、選挙運動用自動車の使用の契約届出書に記載された選挙運動

用自動車の自動車登録番号、車両番号又は標識の番号を記載してください。

第３号様式その１中「３ 確認金額 円」を
「３ 燃料の供給を受ける選挙運動用自動車の自動車登録番号

に改め、同様
４ 確認金額 円」

式その１備考２に後段として次のように加える。

なお、公費の支払の請求をすることができるのは、この確認書に記載された選挙運動用自動車への燃料の供給に限られています。

第４号様式その１中「使用する」を「使用した」に改め、同様式その１備考１中「証明書は」の下に「、使用の実績に基づいて」を加え、

同様式その２を次のように改める。

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３３１



第４号様式

その２

選挙運動用自動車使用証明書（燃料）

次のとおり燃料を使用したものであることを証明します。

年 月 日

年 月 日執行 選挙（ 選挙区）

候補者 印

記

燃料供給業者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあってはその代表者の氏名

燃料供給年月日
燃料の供給を受けた選挙運動用

自動車の自動車登録番号
燃料供給量 燃料供給金額 備 考

年 月 日 � 円

備考

１ この証明書は、使用の実績に基づいて、燃料供給業者ごとに別々に作成し、給油伝票（燃

料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号（道路運送

車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録番号若しくは車両番号又は地方税法

（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含

む。）に規定する標識の番号をいう。）のうち４けた以下のアラビア数字（自動車登録規則

（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号又は道路運送車両法施行規則（昭和２６年運

輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた

以下のアラビア数字その他これに代わるアラビア数字をいう。）、燃料供給量及び燃料供給

金額が記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものをいう。

以下同じ。）の写しを添えて、候補者から燃料供給業者に提出してください。

２ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄には、選挙運動用自動車の

使用の契約届出書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号、車両番号又は標識の番

号を記載してください。

３ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄、「燃料供給量」欄及び

「燃料供給金額」欄は、燃料の供給を受けた日ごとに記載してください。

４ 燃料供給業者が愛媛県に支払を請求するときは、この証明書及び給油伝票の写しを請求書

に添付してください。

５ この証明書を発行した候補者について供託物が没収された場合には、燃料供給業者は、愛

媛県に支払を請求することはできません。

６ 公費負担の限度額は、候補者から燃料供給業者に提出された確認書に記載された金額まで

です。

愛 媛 県 報平成２０年１２月１９日 第２０２６号

１３３２
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第４号様式その３中「使用する」を「使用した」に改め、同様式その３備考１中「証明書は」の下に「、使用の実績に基づいて」を加え、

同様式その３備考中６を７とし、５を６とし、４を５とし、３を４とし、２を３とし、１の次に次のように加える。

２ 「備考」欄には、選挙運動期間中に使用した選挙運動用自動車の台数を使用した日ごとに記載してください。

第５号様式中「作成する」を「作成した」に改め、同様式備考１中「証明書は」の下に「、作成の実績に基づいて」を加える。

第６号様式中「作成する」を「作成した」に改め、同様式備考１中「証明書は」の下に「、作成の実績に基づいて」を加える。

第７号様式その１備考１中「選挙運動用自動車に燃料を供給した事実を証する書類」を「給油伝票（燃料の供給を受けた日付、燃料の供

給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号（道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）の規定による自動車登録番号若しくは車両番号

又は地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４６条第３項（同法第１条第２項において準用する場合を含む。）に規定する標識の番号をいう。）

のうち４けた以下のアラビア数字（自動車登録規則（昭和４５年運輸省令第７号）第１３条第１項第４号又は道路運送車両法施行規則（昭和２６

年運輸省令第７４号）第３６条の１７第１項第４号若しくは第３６条の１８第１項第３号に規定する４けた以下のアラビア数字その他これに代わるア

ラビア数字をいう。）、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から燃料の供給を受けた際に受領したものをいう。）

の写し」に改め、同様式その１備考に次のように加える。

３ 燃料代の請求は、選挙運動用自動車の使用の契約届出書に記載された選挙運動用自動車に供給したもので、自動車燃料代確認書に

記載された「確認金額」の範囲内に限られます。

第７号様式その１（別紙）その２�を次のように改める。
� 燃料代

販売年月日
燃料の供給を受けた
選挙運動用自動車の
自動車登録番号

販 売 金 額 � 基 準 限 度 額 � 請 求 金 額 備 考

年 月 日 円 � 円
（ ）×（ ）＝

����������������������������������������
����������������������������������������
年 月 日 円 � 円

（ ）×（ ）＝

計 円 円 円

備考
１ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄には、選挙運動用自動車の使用の契約届出
書に記載された選挙運動用自動車の自動車登録番号、車両番号又は標識の番号を記載してください。
２ 「燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号」欄及び「�」欄は、燃料の供給を受けた日ご
とに実績を記載してください。
３ 「基準限度額」（計）欄には、自動車燃料代確認書に記載された額の合計を記載してください。
４ 「請求金額」欄には、�の（計）欄又は�の（計）欄のうちいずれか少ない方の額を記載してください。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

�愛媛県選挙管理委員会告示第５４号
政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成２０年１２月１９日

愛媛県選挙管理委員会委員長 西 � 健

政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧に関する規程の一部を改正する規程

政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧に関する規程（平成８年９月愛媛県選挙管理委員会告示第２５号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

政治資金規正法に基づく収支報告閲覧対象文書の公開に関す

る規程

（趣旨）

第１条 この規程は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以

下「法」という。）第２０条の２第２項の規定に基づき、法第１２

条第１項及び第１７条第１項の規定による報告書、法第１４条第１

項（法第１７条第４項において準用する場合を含む。）の規定に

よる書面並びに法第１９条の１４の規定による政治資金監査報告書

（以下「収支報告閲覧対象文書」という。）の閲覧及び写しの交

付について必要な事項を定めるものとする。

（閲覧請求）

政治資金規正法に基づく収支報告書の閲覧 に関す

る規程

（趣旨）

第１条 この規程は、政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号

）第２０条の２第２項に規定する収支報告書

（以下「収支報告書

」という。）の閲覧 に

ついて必要な事項を定めるものとする。

（閲覧請求）
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第２条 収支報告閲覧対象文書を閲覧しようとする者は、収支報告

閲覧対象文書閲覧請求書（様式第１号）を愛媛県選挙管理委員会

（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。

（閲覧）

第３条 収支報告閲覧対象文書の閲覧は、委員会が指定する場所に

おいて、執務時間中にしなければならない。

２ 収支報告閲覧対象文書は、前項の場所以外に持ち出すことがで

きない。

３ 収支報告閲覧対象文書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加

筆等の行為をしてはならない。

４ 省略

（写しの交付請求等）

第４条 収支報告閲覧対象文書の写しの交付を請求しようとする者

（以下「請求者」という。）は、次に掲げる事項を記載した収支

報告閲覧対象文書写しの交付請求書（様式第２号。以下「交付請

求書」という。）を委員会に提出しなければならない。

� 請求者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の

団体にあっては代表者の氏名

� 写しの交付の請求に係る政治団体の名称並びに収支報告閲覧

対象文書に係る収入及び支出がされた年

� 求める写しの交付の方法（複数の実施の方法を求める場合に

あってはその旨及び当該複数の実施の方法又は写しの交付の請

求に係る収支報告閲覧対象文書の部分ごとに異なる写しの交付

の方法を求める場合にあってはその旨及び当該部分ごとの写し

の交付の方法）

� 写しの送付の方法による収支報告閲覧対象文書の写しの交付

を求める場合にあっては、その旨

２ 委員会は、交付請求書に形式上の不備があると認めるときは、

請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがで

きる。この場合において、委員会は、請求者に対し、補正の参考

となる情報を提供するよう努めなければならない。

（写しの交付）

第５条 委員会は、収支報告閲覧対象文書の写しの交付の請求を受

けたときは、当該請求のあった日から３０日以内に、当該請求に係

る収支報告閲覧対象文書の写しを交付するものとする。ただし、

前条第２項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正

に要した日数は、当該期間に算入しない。

２ 前項の規定にかかわらず、委員会は、事務処理上の困難その他

正当な理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り

延長することができる。この場合において、委員会は、請求者に

対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を収支報告閲覧対

象文書写しの交付期間延長通知書（様式第３号）により通知しな

ければならない。

３ 写しの交付の請求に係る収支報告閲覧対象文書が著しく大量で

あるため、当該請求があった日から起算して６０日以内にそのすべ

てについて第１項の規定による交付をすることにより事務の遂行

に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前２項の規定にか

かわらず、委員会は、当該請求に係る収支報告閲覧対象文書のう

ちの相当の部分につき当該期間内に第１項の規定による交付を

し、残りの収支報告閲覧対象文書については相当の期間内に同項

の規定による交付をすれば足りる。この場合において、委員会は、

同項に規定する期間内に、請求者に対し、次に掲げる事項を収支

報告閲覧対象文書写しの交付期間特例延長通知書（様式第４号）

第２条 収支報告書 を閲覧しようとする者は、別記様式

による閲覧請求書 を愛媛県選挙管理委員会

（以下「委員会」という。）に提出しなければならない。

（閲覧）

第３条 収支報告書 の閲覧は、委員会が指定する場所に

おいて、執務時間中にしなければならない。

２ 収支報告書 は、前項の場所以外に持ち出すことがで

きない。

３ 収支報告書 は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加

筆等の行為をしてはならない。

４ 省略
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により通知しなければならない。

� この項を適用する旨及びその理由

� 残りの収支報告閲覧対象文書について第１項の規定による交

付をする期限

別記様式を次のように改め、同様式を様式第１号とする。
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様式第１号（第２条関係） 収支報告閲覧対象文書閲覧請求書

収支報告閲覧対象文書閲覧請求書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

住所

閲覧請求者

氏名

閲覧を請求する

収支報告閲覧

対 象 文 書

年 政治団体の名称 収支報告閲覧対象文書の種類

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

������������������������������������������

������������������������������������������

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

※ 閲覧の日時

時 分から

年 月 日

時 分まで

記入上の注意
１ 「政治団体の名称」欄は、政治団体の名称が分からない場合は、公職の候補者等の
氏名その他参考となる事項を記入してください。

２ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けてください。
３ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第１号の次に次の３様式を加える。
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様式第２号（第４条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付請求書

（表）

収支報告閲覧対象文書写しの交付請求書

年 月 日

愛媛県選挙管理委員会 様

氏名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者の氏名）

請求者

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所又は

事業所の所在地）

郵便番号

電話番号

写しの交付
を請求する
収 支 報 告
閲覧対象文書

年 政治団体の名称 収支報告閲覧対象文書の種類 枚数 実施方法

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

��������������������������������������������
��������������������������������������������

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

□収支報告書 □監査意見書

□政治資金監査報告書

計
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（裏）

求める写しの

交付の方法

□� 複写機により用紙に白黒で複写したものの交付
〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＦＤに複写したもの
の交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＣＤ－Ｒに複写した
ものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をＤＶＤ－Ｒに複写し
たものの交付

〔□ア窓口での交付 □イ郵送による交付〕

□� 政治団体ごとに異なる写しの交付の方法を希望
〔「実施方法」欄に希望する写しの交付の方法（�～�及びア又
はイ）を記入してください。〕

交付手数料等

１ 交付手数料

交付の方法 計 算 方 法 等 金 額（円）

� 紙 １０円 × 枚

� ＦＤ ３０円＋１０円 × 枚

� ＣＤ－Ｒ ６０円＋１０円 × 枚

� ＤＶＤ－Ｒ ７０円＋１０円 × 枚

計（�）

２ 送付に要する

費用（�）
□郵便切手

□現金

３ 合計（�＋�）

※受付年月日 年 月 日

※備 考

記入上の注意
１ 「政治団体の名称」欄は、政治団体の名称が分からない場合は、公職の候補者等の
氏名その他参考となる事項を記入してください。

２ 「枚数」欄及び「交付手数料等」欄は、枚数が分からない場合は、記入しなくても
構いません。

３ 「送付に要する費用」欄は、郵送による交付を希望する場合に限り記入してくださ
い。

４ □のある欄は、該当する□の中にレ印を付けてください。
５ ※印の欄は、記入しないでください。
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様式第３号（第５条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付期間延長通知書

収支報告閲覧対象文書写しの交付期間延長通知書

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

交 付 請 求 年 月 日 年 月 日

写しの交付請求のあった

収支報告閲覧対象文書

延 長 前 の 期 間
年 月 日から

年 月 日まで

延 長 後 の 期 間
年 月 日から

年 月 日まで

延 長 の 理 由

連 絡 先
電話番号 内線
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様式第４号（第５条関係） 収支報告閲覧対象文書写しの交付期間特例延長通知書

収支報告閲覧対象文書写しの交付期間特例延長通知書

第 号

年 月 日

様

愛媛県選挙管理委員会 �

交 付 請 求 年 月 日 年 月 日

写しの交付請求のあった

収支報告閲覧対象文書

規程第５条第１項の

延 長 前 の 期 間

年 月 日から

年 月 日まで

規程第５条第２項の

延 長 後 の 期 間

年 月 日から

年 月 日まで

規程第５条第３項を

適 用 す る 理 由

交付請求に係る収支報告

閲覧対象文書のうち規程

第５条第２項の延長後の

期間内に交付をする部分

残りの収支報告閲覧

対 象 文 書 に つ い て

交 付 を す る 期 限

年 月 日

連 絡 先
電話番号 内線
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附 則

この規程は、平成２１年１月１日から施行する。

平成２０年１２月１９日 発行
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